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IAEA　原子力または放射線の緊急事態への準備と
対応に用いる判断基準　GSG-2　2011/7　より

3.31　長期的な医学的追跡調査は、晩発性の確定
的影響やその合併症ばかりでなく、放射線に起因す
る癌を検知及び治療する上で必要なものである。長
期的な健康管理は、以下の被ばくのレベルの一つ
が存在すれば実施されるべきである。

－確定的影響の閾値を超える線量のレベル
－確定的影響の閾値未満の線量レベルでの長期的
健康調査では、放射線起因の癌を発症するリスクが
高い人口集団を適切に特定する必要がある
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IAEA　原子力または放射線の緊急事態への準備と
対応に用いる判断基準　GSG-2　2011/7　より

3.32　最近の疫学的データからは、放射線起因の癌
は、高い線量率で0.1Svを超える被ばくを受けた大き
な人口集団で統計的に有意に検出されていることが
示されている。これらのデータは、十分に明確化され
た人口集団（例えば日本での原爆の生存者や放射
線医療手順を実施している患者）における疫学調査
に基づいたものである。
疫学的研究からは、長期にわたり低線量（0.1Sv未
満）に被ばくした個人で、そのような影響が認められ
るとの点は実証されていない。
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IAEA　原子力または放射線の緊急事態への準備と
対応に用いる判断基準　GSG-2　2011/7　より

長期的な健康調査プログラムに、非常に低い線量で
被ばくした人を含めることは、不必要な不安を生じさ
せる可能性がある。さらに、公衆の健康維持の観点
からみて費用対効果性はない。

3.34　被ばく者に対しては、さらなる措置は必要ない
ことの確認を含め、放射線被ばくに伴う長期的リスク
に関する十分な情報が提供されるべきである。
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IAEA　原子力または放射線の緊急事態への準備と
対応に用いる判断基準　GSG-2　2011/7　より

3.33　1986年のチェルノブイリ事故後での長期的追
跡調査の評価からは、1Gy未満の被ばくを受けた人
に対する医学的追跡調査は、甲状腺への吸収線量
の場合を除いて、実施を正当化されないことのある
ことが明らかになった。
放射性ヨウ素同位体の放出を伴う緊急事態後での
甲状腺癌スクリーニングは、チェルノブイリ事故後に
被ばくした子どもに対する早期診断と治療に非常に
有効であったとの点が証明されている。

5



チェルノブイリ事故との比較　平成２３年４月１５日　【官邸ＨＰより】

チェルノブイリ事故の健康に対する影響は、20年目にWHO, IAEAな
ど８つの国際機関と被害を受けた３共和国が合同で発表した

【原発内で被ばくした方】134名の急性放射線障害が確認され、３週
間以内に28名が亡くなっている。その後現在までに19名が亡くなっ
ているが、放射線被ばくとの関係は認められない。

【事故後、清掃作業に従事した方】24万人の被ばく線量は平均100
ミリシーベルトで、健康に影響はなかった。

【周辺住民】健康には影響は認められない。例外は小児の甲状腺
がんで、汚染された牛乳を無制限に飲用した子供の中で6000人が
手術を受け、現在までに15名が亡くなっている。

長瀧 重信　佐々木 康人6



原子力災害事前対策等に関する検討チーム　資料より7



旧原子力安全委員会　防災指針WG資料より
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事故発生初期

国内法令 IAEA ICRP

＜防災指針＞
10～50mSv（屋内退避）

50mSv以上（避難）
＜原災法＞

10条（通報義務）5μSv/h
15条（緊急事態）500μSv/h

＜包括的判断基準＞
７日間100mSv（避難・除染）

＜ＯＩＬ＞　1,000μSv/h なし
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緊急時の状況

国内法令 IAEA ICRP

なし

＜包括的判断基準＞
年100mSv（一時避難・屋内退避）
＜ＯＩＬ＞　100μSv/h

緊急時被ばく状況
年20～100mSv

福島はICRPの年20mSvを採用（計画的避難区域）
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事故収束後

国内法令 IAEA ICRP

なし なし
現存時被ばく状況

年1～20mSv

福島はICRPの年20mSvを採用（避難区域の外側）
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旧原子力安全委員会　防災指針WG資料より
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原子力災害事前対策等に関する検討チーム　資料より

旧原子力安全委員会　防災指針WG資料より
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美浜の会ＨＰより
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まとめ

・チェルノブイリ…小児の甲状腺癌以外は影響なし
・１００ミリシーベルト以下での健康影響はない
・低線量被ばくについて長期的健康管理は必要なし

「２０ミリは安全基準ではない。１ミリを目指す」
↓

「１００ミリまでは浴びてもらう。健康管理も必要ない」

事故の度に緩くなる基準…事故があっても原発推進！

１００ミリを安全基準とするのがＩＡＥＡ
新防災指針は福島よりも緩める？

健康管理必要なし…県民健康調査と重なる16


